
〈講演２〉
「男性育休先進国スウェーデンの実践的な取り組み」
 高橋　美恵子

　大阪大学の高橋です。このような機会にお話しさせていただくということをとてもあり
がたく思っています。よろしくお願いします。今日は私から男性育休先進国ということで
スウェーデンのお話をさせていただきます。日本がちょうど今、男性が育休を取れるよう
になって 30周年ということですが、スウェーデンは 1974年にそれを導入しています。
世界で初めて男性が育休を取れるようになった社会で、どのように男性、そして女性が活
躍しているかというところをお話ししていきたいと思います。
　今日のアウトラインは、スウェーデンの特徴、そしてその実態、育休支援をどのように
しているのかということ、それからスウェーデンとてパラダイスではないということで
す。日本から見ると非常に先を進んでいますけれども、やはり人間が生きている社会です
ので、いろいろな課題や問題を抱えています。そこでどういった課題に直面しているのか
というお話をしていきたいと思います。
　まず 1970年代にスウェーデンは共働き型社会に転換しました。先ほど武石先生から、
日本の場合は最初の育休制度を導入した時に、父親、男性があまり取り込まれていなかっ
たというご指摘があったのですが、スウェーデンの場合は最初から取り込んでいます。育
児休業制度、要するに母親休暇制度はその随分前からスウェーデンでは導入されていて、
それは母親に向けられたものでした。50年代から特に 60年代に男女平等の風が吹き始め
て、どんどん社会が変わっていかなければいけないということで、70年代に大きく変わ
りました。これは西側の先進国では初めてでした。国を挙げて共働き型に転換したので
す。その時に、女性が社会で活躍するためには男性がやはり育児・家事をしなければいけ
ない、そのように進めていこうということで、1974年にいわゆる両親保険制度が導入さ
れました。これは親保険制度、両親（親）休暇、育児休業といろいろな呼び方をされます
が、今日は育児休業制度の視点からお話ししていきます。その財源は保険ですので、これ
は企業負担、事業主負担です。現在、事業主が従業員の給与の 2.6％分を負担します。そ
れが財源になって賄われているという制度です。1974年に男性も育休が取れるように
なったということですね。
　ただ、育児休業制度だけを切り取ってスウェーデンの社会の仕組を申し上げることはで
きません。実際にワーク・ライフ・バランス実現度も非常に高いです。そこにはやはり労
働環境の整備を長い時間かけて行ってきたという背景があります。これはもう 1920年代
から労働時間の議論がありまして、時間をかけて 1973年時点で法定労働時間は週 40時
間にしました。また、ヨーロッパはバカンスの長い国が多いのですが、スウェーデンに関
しましては 1920年代に特にブルーカラーの労働者がゆっくりと休みが取れるようにと 2
週間連続で取れる有給休暇制度を設けました。それを徐々に延ばしていきまして、1978
年には現在の最低 5週間になりました。これは連続で取れるわけです。スウェーデン人
は通常、夏休みに 4週間は取っていますね。これは男性も取りますから、男性が普通に 4
～ 5週間、育休以外でも職場にいないということが一般的であるという環境が出来上がっ
た上で、育休制度導入となりました。要するにワーク・ライフ・バランスというのは子育
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て世代の人たちだけが対象ではないので、子どもがいなくても、配偶者がいなくても、仕
事と自分のライフを両立できるという制度が整った上で育休制度が入ってきたという、そ
れが非常に日本とは違うのかなと感じています。
　つまり、当初からスウェーデンでは男女双方の仕事と家庭の両立の実現を目指すという
ことで、育児休業制度が発展していきました。今日、私はワーク・ライフ・バランスと
ワーク・ファミリー・バランスという言葉の使い分けをしています。ワーク・ライフ・バ
ランスが子どものいない人たちも包摂する概念と捉えると、ワーク・ファミリー・バラン
スは家族がいて子どもがいる人たちを対象としています。実際にワーク・ファミリー・バ
ランスを支える仕組みがどうなっているかというと、制度自体が本当に多様な生き方、多
様な家族を包摂しています。スウェーデンでは、男性同士・女性同士も結婚ができ、同性
カップルも子どもを持つことができますので、その人たちも対象です。またステップファ
ミリーや子どもを養子縁組するという人たちも対象になっている制度です。先ほど申し上
げたように、財源は雇用者が負担するという両親保険ですが、これは仕事をしている人だ
けではなく、もちろん自営業者、そして学生も子どもを持つことができますので、学生も
両親保険をもらうことができます。失業者、休職中の人ももらうことができます。非常に
包摂的な制度になっています。
　制度の詳細をみると、両親休暇は今、子ども 1人当たり 480労働日、そのうち 390日
間が所得の約 80％を保障するようになっています。ただ、上限があり、1日大体 1,027
クローナです。今、円も下がっていますけれども、クローナも大して強くないので、円対
スウェーデン・クローナはあまり変わっていませんが、最高で大体 1日約 1万 4,000円
がもらえるということです。ですから、ある意味、高所得者にとってはマイナス部分が大
きいと捉えてください。最低額は 1日 250クローナで、仕事をしていなくても、学生で
子どもが生まれたという場合も両親保険が 3,500円ほどもらえます。それが 390日間も
らえるのです。
　また、非常に柔軟な制度になっていまして、複数回、利用できます。親 1人当たり 1
年間で 3回分割取得できます。また、アプリで簡単に利用申請できます。そして、プラ
スとしてかつて父親休暇と呼ばれていた出産に伴う 10日間の出産休暇制度も設けられて
います。母親は産前産後 7週間ずつ取ることができるのですが、制度導入当初から、父
親も出産休暇を取得できたわけです。日本と慣習が違うのは、日本の場合は里帰り出産と
いうものがありますよね。そうすると、そこに父親がどこまで関わっていくかと。最初は
義理のお母さんに、妻の母親家族に託して、後でサポートするという感じになるかと思い
ます。スウェーデンの場合、里帰り出産はありません。出産はカップル 2人の大きなプ
ロジェクトということで、最初からずっと関わっていきます。
　ですから、出産の際は仕事を休み、育児休業を取っていないという男性でもこの 10日
間休暇は必ず取りますから、そこを入れると本当に 100％ではないかと思います。その
10日間も所得の 80％を保障しています。今は名称が父親休暇になっていません。父親と
は限りませんので、今は 10日間休暇と呼んでいます。母親同士の場合、女性 2人で出産
ということもありますので、名称が変わっています。
　それから、看護休暇制度というものがありまして、子どもは病気になりやすいので、子
ども 1人当たり 60日、病気によっては 120日まで延長が可能で、所得の約 80％が保障
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されます。これは男性が取りやすいものです。1～ 2日、子どもが病気になりましたとい
うことで休んでいて、実際、育児休業を取るよりも最初は看護休暇を取るほうが取りやす
かったようです。プラス、労働時間の短縮制度、これは子どもが 8歳になるまで労働時
間を 75％まで短縮することが可能です。非常に複雑な感じで、今、サッとお話ししたの
ですが、この労働時間短縮制度と育児休業は併用することができます。というのは、育児
休業は 1日単位だけではなく、1日の 8分の 1単位で取ることができます。1日 8時間労
働の方ですと、1時間単位で育休を取ることができます。ですから、日本だと変な感じで
すが、育休を取りながら仕事をするということもできます。とても込み入っているのです
が、すべてアプリで申請できます。本当にデジタル化が進んでいる国ですので、とても簡
単に、男性だとゲーム感覚でアプリから休みを取るということができるのです。
　それから、非常に大事なのが公的保育制度の整備状況ですね。先ほど武石先生のお話も
ありましたけれども、保育所にいつ入るか、入れるかどうかというところと育休との兼ね
合いが非常に関係ありまして、スウェーデンももちろんそうです。今は保育所ではなく就
学前学校といっているのですが、この入学時期は日本の場合は 4月ですけれども、ス
ウェーデンは 8月の中旬から 9月で、それに合わせて皆さんは家族計画、出産計画を立
てます。なかなかそこを逃すと入りづらいのですが、公的保育は公教育の一環になってい
ますので、待機児童は基本的にゼロです。必ず地方自治体が保育の場を設ける義務を負っ
ていますので、最終的には見つかります。またほとんどの就学前児童が通っています。で
すから、そういった休業制度、そして公的保育が整備され、子育てを巡る両親の共同性、
コペアレンティングという言葉が最近は使われてきています。コペアレンティングはもと
もと離別後の子どもを共同養育するという文脈で使われてきたのですが、最近は一緒に暮
らしている家族でも、両親のコペアレンティングという名称が散見されるようになってき
ました。
　次に、ワーク・ライフ・バランスです。これは子どもがいない人たちにも、そして職種
や雇用形態、家族形態は関係なく、一応、権利として認められています。両親の育休支援
の背景事情と実態ということで、実際にスウェーデンでは大体 9割の男性が取得してい
ます。日本の場合、今は 17％ほどでしょうか。2025年までに 30％という目標は達成す
ると個人的に思っています。1日でも 2日でも取れば達成するのなら、少し言い過ぎかも
しれませんが、もう今年中にでも達成するかもしれません。スウェーデンの場合は最初か
ら、男性のうち何％が取っているか、ということを議論の対象とはしていませんでした。
そうではなく、育児休業全体のうち男性がどれだけシェアしているかが問題です。今です
と育休 480日間のうち男性が何％取っているかを議論の対象としています。取得率自体
の数字は見えづらいのですが、いろいろと探してやっと出てきたのがこの 1995～ 1996
年に生まれた子の親のうち育児休業を取得した者という数字で、この時点で男性の取得率
は 89％ということで、それほど変わっていないのではないかと思います。育休を取って
いなくても、先ほどの 10日間休暇を取った人はいます。育児休業を取得した人というの
は両親保険を受給した人で、受給せずに休むこともできますので、そうすると、その辺の
数字は出てこないわけです。ですから、育休取得率を一言で表すのは難しいかと思い
ます。
　スウェーデンで課題とされているのは、育休の均等な分割です。均等といってもなかな

16

「男性育休のいま―育休制度 30 年を迎えて―」



かフィフティー・フィフティーにはいかないので、そうなると、クオータ制のように
40％から 60％でシェアをしているカップルが均等に分割しているカップルといわれてい
まして、それが 2019年では 2割ほどです。ですから、それほど多くのカップルが完全
に、男性が 40％以上シェアしているわけではないということです。
　先ほども武石先生がおっしゃったように、日本ではいろいろなギャップがありそうで
す。制度を取りたいのに取れない人たち、男性と女性のギャップです。私が研究を一緒に
行っているグループも長らく日本でのギャップに問題意識を感じていまして、そのギャッ
プが少ない国としてスウェーデンに着目してきていました。とはいえ、スウェーデンにも
ギャップはあるわけですけれども、非常に男女差が少ないです。労働時間もそうですし、
就業率もそうですし、休みの取り方もそうです。平均所定労働時間は男性のほうが若干長
いですけれども、平均実労働時間、3歳から 6歳の子どもを持つ人の労働時間を見ると、
男性も 32.3時間、女性は短時間労働をしている人も多いのでもう少し短いということ
です。
　残業をしないのですかとよく聞かれるのですが、残業はゼロではありません。キャリア
を持っている人たちで、繁忙期は何時間か残業する可能性もあると思いますが、残業した
分は労働時間の貯蓄制度がありますから、そこに入れておいてほかの日に休んだり、ほか
の日の仕事の時間を減らしたりということで、やりくりができるようになっています。
　ざっくりというと、2015年時点で子どもが 1歳の男性は平均でどれだけ育休を取って
いたかというと 57日間で、今は 59日といわれています。これは労働日で考えますので、
そうすると、お休みは大体 5カ月ほどかなという感じです。それで、8歳の時点で 106
日間ほど取っていました。やはり女性のほうが育休期間は随分と長いです。子どもが 1
歳の時点で、2015年時点で 212日、8歳の時点ですと 341日ということです。先ほど申
し上げましたとおり、1時間単位で取れますので、そうすると、フルに 1日取ったという
のを男性と女性で比べると、やはりこれだけ差があるということです。こういう機会でお
話しさせていただく時、スウェーデンの男性で大卒のホワイトカラーの人たちは、大体、
半年ほど取っていますと説明しています。では、6カ月間フルに育休で両親保険をもらっ
ているかというと、実はそうではありません。仕事は半年ほど離れているのですが、うち
1カ月は有休と合わせて、数週間は週 1日ほど働いてという感じで、非常に柔軟な形で
やっているので、ざっくりというと半年ほど休んでいるということになります。
　では、実際に育児休業の取得日数がどのように変わったのか、過去 20年ほどで見ます
と、ちょうど 2019年のコロナ以前までは男性も女性も右肩上がりですね。ですから、相
対的に男性も女性も取得日数が増えてきています。
　コロナ禍でグッと下がっているというのはなぜなのかというと、出生率が最近は少し下
がってきていますので、子ども自体が減っているというのもあるかもしれません。それか
ら、在宅が増えています。国際的に見てもスウェーデンはもともと在宅ワークが進んでい
たのですが、コロナ禍で本当に見事に切り替えたところがあります。そうすると、在宅
ワークやオンラインワークが可能な人たちはほぼ皆さんおうちで仕事をするようになり、
お父さんたちが家にいるようになったということで、わざわざ育休を取らなくてもという
ことになったのかもしれません。ですから、少し下がってしまったということがあり
ます。
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　繰り返しますが、問題となっているのは育休シェア率です。スウェーデンがフォーカス
しているのはここだけです。1974年に導入した時は男性のシェア率は 0.5%で、99.5％は
女性が取っていました。これが 20年ほどたっても増えないので、ものすごく問題になり
ました。それで、いわゆるパパの月として日本で紹介されているものが 1995年に導入さ
れました。実はこれはお隣のノルウェーが最初です。1993年に父親の月を導入して、議
論はスウェーデンでもあったのですが、同じようなものが実現しました。そうすると、や
はりこれは効果がありました。男性のシェア率は徐々に上がっていきましたけれども、そ
れでもなかなか上がらないので、今度は父親の月、要するに割り当てで相手に譲渡できな
い月を 1カ月増やし、2002年に 2カ月にしました。もっと増やそうということで 2016
年には 3カ月に増やしました。そうすると、これはある意味で社会規範になるわけです。
もともと意識が高い人たちは先行して取っていました。でも、そうでない人たちに対して
は、こういう制度が出来上がったことによって社会に向けるシグナルになります。2カ月
は取りなさいと。今はもう 3カ月は取りなさいと。なので、これは取るのが当たり前に
なりますよね。これはいろいろな研究がありまして、先ほど OECDの発表によってすご
く効果があるというお話がありましたけれども、まさにそのとおりです。こういう制度を
導入したから、スウェーデンの男性も取るようになっていきました。

図１　育児休業全取得日数に占める男性の取得割合　1974－ 2020年
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資料：Försäkringskassan 2012. 2016年以降の数値は Försäkringskassan Statistikのデータを基に作成

　現在、男性のシェア率は 30％です。実は 2021年の数字は 29.6％に下がっていますが、
これもやはりコロナ禍の影響ではないかと個人的には思っています。
　誰がどのように取っているかというと、男性的な職業、それから学歴の問題、そういっ
たもので実際に取る日数は違います。大学卒で、もともと職場に女性が多いところは非常
に取りやすいので、そうすると、この中では大学教育課程修了を要件とする専門職という
のが男性では最も多く取っています。新しいものを見ますと、取っている男性の例とし
て、図書館の司書は取っている日数が非常に長いと書かれていました。そういった意味
で、皆さんが一律で同じような日数を取っているわけではなく、やはり職場や職業によっ
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て違いがあるということです。
　いろいろと進んできているスウェーデンですけれども、1970年代導入当初、男性はな
かなか取りませんでした。日本では厚生労働省のキャンペーンがあったかと思います。当
時 90年代は、私はスウェーデンで暮らしていましたので、あちらから日本の状況とみて
いました。育児をしない男を父とは呼ばない、というキャンペーンのモデルを SAMさん
がされたかと思います。同じようなキャンペーンがスウェーデンでも 1978年に行われま
した。社会保険庁が、重量挙げのチャンピオンで国民的スター、レナート・ダールグレン
さん、Hoa Hoaというニックネームで親しまれた方をモデルに起用して、マッチョな男
性が赤ちゃんを抱っこしているイメージを提示したのです。
　それから、ホワイトカラーの雇用者の労働者連盟、全国連盟が特に父親の育児休業推進
に力を入れていまして、パパインデックス、これは父親指標と訳されますけれども、男性
の育休シェア率を数値化して毎年公表していました。これは自治体別です。スウェーデン
は地方分権が進んでいまして、290のコミューンという基礎自治体があるのですが、コ
ミューンごとの数値を毎年公表して、ここの地域は低い、悪いということを見せて、皆さ
んの意識啓発をしていました。私が確認したところ 2012年までの数値しかないので、そ
れ以降はこの指標は続けていないのかなと思います。
　父親の子育ては社会規範になっているということで、それを象徴する写真をお見せしま
す。これは 10年以上前に撮った写真ですけれども、いわゆるパパ友が連なってベビー
カーを押している後ろ姿です。日本も随分と印象が変わってきましたけれども、やはりな
かなかお父さん同士が連なってベビーカーを押している姿や、平日の公園にお父さんが子
どもを連れて遊んでいるというのはまだ日本では見ていません。それから、平日の午後、
ベビーカーで赤ちゃんを連れたお父さんがスウェーデン人の好きなコーヒータイム、これ
はスウェーデン語のフィーカというのが日本でも入ってきているのですが、コーヒーを飲
んでくつろいで、みんなとおしゃべりして楽しい時間を過ごしているという光景を見るこ
とがあります。そういった社会に日本もなってほしいと思っているわけです。
　少し意識のお話をします。これは内閣府の少子化社会に関する国際意識調査、2005年

表１　2013年生まれの子ども（２歳以上）の親の育児休業（両親給付受給）
　　　平均取得日数　－職種・男女別

資料：Försäkringskassan 2016, p. 2
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から 5年ごとに行っている調査で、スウェーデン・フランス・日本は最初から対象になっ
ているのですが、スウェーデンが入っているので 4回の調査とも私は企画分析委員とし
て関わらせていただいています。こういったいろいろな取り組みを長い間かけてやってい
るスウェーデンですので、2005年の当初からスウェーデンはジェンダー平等意識が突出
して高いです。いわゆる定番の、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考
えについて、スウェーデンは反対と言っている人がほかのヨーロッパの国に比べても非常
に高いです。日本からヨーロッパを見ると一枚岩のような感じがするのですが、ヨーロッ
パも全然違います。ドイツ・フランス辺りとスウェーデンはかなり違います。北欧では、
例えばお隣のノルウェーやデンマーク、そしてフィンランド、アイスランドは非常にジェ
ンダー平等が進んでいますけれども、ほかの国々はまだそこまで行っていないというのが
実情です。
　これも同じ内閣府の調査データを用いて私が分析したものです。子どもがいる 30代・
40代の男性の中でどれだけ育休を取ったかということで、スウェーデンの場合はやはり
ほかの国と比べて割合が高く、日本の場合は 6カ月以上取っている人はほとんどいない
ですし、フランス・ドイツでもすごく少ないのですが、スウェーデンの場合は 30代です
と 40％強が 6カ月以上取っており、この辺でもスウェーデンの特徴を確認していただけ
るのではないかと思います。

表２　末子出産時の男性の出産・育児に関する休暇取得期間
　　　－男性 (30代 -40 代 ) の回答（%)

資料：内閣府「令和 2年度少子化社会に関する国際意識調査報告書」（高橋 2021, p.153）

  

　同じ内閣府の調査データから、子どものいる家庭における男性の家事・育児時間をみる
と、スウェ―デンの男性の平日 1日当たり 216分ですが、日本の場合、残念ながら 60分
で、他の国々に比べても少ないことがわかります。
　次は希望と現実のギャップのお話です。同じく内閣府の調査で子どもがいる男性・女性
がさまざまな子育てに関する制度を取りたかったかどうか、実際に取ったかどうかという
のを見ています。スウェーデンの場合、上の表は女性ですけれども、いわゆる育児休業に
関して、希望と現実のギャップがほとんどありません。男性も希望がほぼかなっていま
す。日本に関しては、このデータですと男性は取りたかったと希望している人が 6割ほ
どです。でも、現実では 15.7％しか取れていないということは、本当にギャップが大き
いと捉えることができます。
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表３　子育てに当たって利用したい／したかったと思う制度（希望）と利用した制度（現実）

*2015 年調査では「育児休業制度」と「産前産後休業制度」あるいは「父親休暇制度」と別個に質問している。

　私はこの 12～ 13年、ワーク・ライフ・バランスの研究をしていまして、先ほどお話
がありました武石先生ともご一緒に国際調査をさせていただいたのですが、その頃から
ずっと現地でインタビュー調査をしています。現場でいろいろとお話を聞く中で、女性は
約 1年、男性は有給休暇と合わせて半年取るのが一般的になってきたことがわかってき
ました。ただし、男性は 3月から 9月にかけて休むのが多いです。その間に有給休暇が
あったり、夏季休暇があったり、それから向こうのイースター休暇があったり、いろいろ
な休暇が入ってきますので、そういうものとうまく組み合わせながら 6カ月ほど休むと
いうことです。
　では、実際に現場でどのように機能しているのでしょう。3カ月も 4カ月も男性が休ん
でしまうと、どうやって仕事が回っていくのかということですけれども、基本的には代替
要員を雇います。ただ、雇うといっても、外から雇うというよりも職場内で別の人が代替
要員となることもあります。ですから、いろいろなケースがあって、今日はそれをお話し
していると時間がなくなってしまうので、簡単に申し上げます。スウェーデンを代表する
大企業の人事部長さんとお話しした時、これは 10年ほど前のお話ですけれども、40代の
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男性であるその人事部長が 6か月の育休を取ったとのことでした。なぜ取れたのですか
と聞くと、3カ月ほど前から用意して、自分の直属の部下、ナンバー 2の人に仕事を任せ
られるようにいろいろとやりくりをしたそうです。実際に半年いなくなったけれども、何
かあった時には、緊急事態発生の時にはきちんと連絡がつくようにしたそうです。きちん
と仕事を見えるようにしながら、自分でないとできないという仕事はなく、お互いにみん
なが学び合えるので、その人に任せたそうです。
　スウェーデンの職場では信頼関係がとても重要視されています。お互いを信用して、自
立・自律した個人がお互いを尊重しつつ助け合って仕事をしていく、自分たちの共有して
いる目標を達成するということをしていくと。無料で人材育成ができるわけです。ナン
バー 2の人が部長の仕事をするというのはなかなか大変だと思いますが、任されるとい
うことで自信につながるし、失敗したとしてもお互いにカバーし合うし、部長が帰ってき
た時には彼や彼女は自分の元いたところに戻るかもしれませんが、もしかしたらキャリア
アップをしてほかに転職していくかもしれません。それはそれでよいほうに回っていきま
すので、それはよしとするという考え方です。
　子育て経験プラス評価、これも先ほど武石先生からご指摘がありましたけれども、多様
性ですね。いろいろな考え方を持つと。スウェーデンでは、きちんとした父親になろうと
いうリーダーを育成することを少し前までやっていました。父親のリーダー育成コースに
はいくつかのスローガンがあって、これが面白いのですが、子育てはどれだけ人間として
の学びが大きいかということで、突発的なことが起こることに対応できる、自分とバック
グラウンドが違う人たちと交流ができる、人間として大きくなれるということがいわれて
います。そういう人たちが職場にまた戻ってくるということはとても重要なことではない
かと考えられます。
　ですから、育休を取ったことはプラスとして評価されるということです。日本と違うと
ころとしては、日本の場合はレールが 1本あって、そこから脱落すると戻ってこられな
い、キャリアのパスが単線型であると。最近は随分と変わってきていますけれども、なか
なかまだ育休から 1年して戻ってきた時に自分の席があるのか、昇進に傷がつくのでは
ないかなど、いろいろとありますけれども、スウェーデンの場合、もちろん本当に競争社
会ですから、子どもがいないでずっとキャリアを進んでいる人に比べると実際にスピード
は遅れると思います。ただ、例えば子どもが小さい 7～ 8年間ほどはもうそこを目指さ
ずに、子どもがある程度大きくなって、40歳ごろになってから自分はキャリアを進める
んだという人はたくさんいます。みんながずっと突っ走るわけではなくて、いったん人生
の 10年間ほどは少し、ブレーキまでは踏まないですが、アクセルから少し足を離して仕
事をして、65歳まで仕事をするわけです。今、スウェーデンは 67歳ごろまで仕事をしま
す。そうすると、40歳でカムバックしても、25年は仕事ができると。みんながそういう
感じで少しスローにすると、それほどガツガツ走っていかなくてもよいのではないかとい
う、スウェーデンでは全体的にそういう流れになってきているのではないかと思います。
　それから、「お互いさま」という考え方です。これは日本で取り入れてほしいところで
す。子育てしている人だけが大変で、子育てしている人だけが休むと。子どもを持つとい
うことは自分の選択肢ですので、強制するわけではありません。ただ、子どもを持ってい
ない人はずっと働かされて、残業して、休んでいる人の分まで仕事が回ってくるという、
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ものすごい負担感ですよね。みんながきちんと自分のライフを充実できるような働き方を
していたら、そういった人たちに対しても「お互いさま」という気持ちが持てるようにな
ります。今の日本の状況で、普通に働いている人たちにカバーしなさい、「お互いさま」
という意識を持ちなさいといっても、なかなか難しいのではないかと思います。そうする
と、皆さんの働き方が変わっていかないと、それがなかなか実現できないのかなと思い
ます。
　いくつかスウェーデンの事例をお話ししようと思います。これは育休に関することです
けれども、Aさんは ITコンサルタントの男性で、半年間、休業しましたと。これは先ほ
ど言ったように 5カ月間の満額休業で、有給休暇 1カ月と合わせましたと。Bさんは女
性で、夫と半分ずつ取って、その間、外国に行ったり、夫と一緒に取ったり、とても複雑
な感じで、このようにいろいろと自分たちの生活を考えながら取ることができるというこ
とです。もう 1人、官庁職員のプロジェクト統括の男性 Eさんは妻が第一子を 4カ月後
に出産を控えていて育休のプランを立てていました。国家公務員に関しましては、職種に
よりますが、給料のの 90％まで補填（ほてん）してもらう制度がありますので、マイナ
ス分が少ない。スウェーデンでも大企業は 90％まで会社が補填してくれるようになって
おり、そういったところに人が集まります。優秀な人材を確保するためには、補填制度が
ないとほかのところに行ってしまうというのがありますので、どんどん底上げになってい
ます。そうすると、国家公務員である Eさんの場合はそういう制度がありますから、団
体職員の妻がが休むよりも自分が休んだほうが世帯収入のマイナスがないからどうしよ
う、これからやりくりしなければいけない、とても複雑ですとのことでした。とても恵ま
れた状況の中にもいろいろな課題があるということですね。この Eさんの父親も育休を
取ったのですが、父親の時は育休を取りながら家のリノベーションをしていたそうです。
そういう時代だったけれども、今はもう男女関係なく、休んでいる時は育児・家事に専念
するということで、スウェーデン人のライフスタイルも 1世代で随分と変わったなとい
う印象的です。
　社会保険庁で育休をどのように取ればよいかというウェビナーがあり、また先ほど申し
上げた育児休業・看護休暇のアプリがあって、スマホから非常に簡単に申請できるように
なっています。ただ、スウェーデンは平等と言いながらも、まだやはりそうでないところ
があります。育休が長いと年金に響くという議論もありますし、今は国から社会保険庁を
通してとにかく均等分割を推進しています。日本の場合は育休を取りましょう、取得率を
上げましょうということですけれども、スウェーデンはジェンダー平等の視点からとにか
く男性のシェア率を上げて、均等に取りましょうということです。そうすると、なぜその
ようにいわれるのですかという疑問に対しては、社会保険庁のサイトの Q＆ Aのところ
でいろいろな回答があります。最後に記載されている質問は面白く「育休を取得しない男
性は親として劣るということですか」と聞いています。スウェーデンでもこういう議論が
あって、取らなくても男性は家で子どもと過ごしていますと。その問いに対しては、「男
性が親として劣っているわけではありませんが、やはり男性は育休をしたほうが家事・育
児の分担率が高いので、育休を取りましょう」と回答しています。とても先に進んでいる
スウェーデンですけれども、やはり同じような感じの葛藤があったり、疑問があったりと
いうことですね。
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　今後の課題ということで、スウェーデンでは今、育休の均等分割に焦点が当てられてい
ます。なぜかというと、生涯賃金、年金の男女格差、経済面でのジェンダー平等というこ
とを見据えた上での議論です。それが進まないと家事・育児時間の男女差があって、女性
が社会に進出して活躍するといっても女性がすべてを負ってしまう、二重負担になってし
まうということで、実際にスウェーデンの女性のストレスは男性に比べて大きいです。
バーンアウトも男性に比べて女性のほうが多く、そういった意味での問題が出てきます。
　近年は在宅ワークが増えていますので、メリットもありますけれども、在宅ワークが増
える分、女性がやはりそこで家事・育児をまた担ってしまうということで、見えない労働
というのが問題視されてきています。そういったものも見据えながら、いろいろと議論が
進んでいるというところで、今日、お話しさせていただいたことが何らかの形で日本への
示唆になればと思います。進んでいる点は日本にとって参考になりますけれども、ス
ウェーデンが抱えている課題をまた日本が抱える必要はないので、それを見据えた上での
議論、それを避けるような議論ができたらよいのではないかと個人的には考えています。
　私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。
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